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○ 登録にあたっての注意 

 （１）支援者が被災する場合もあるため、避難の支援等をお約束するものではあり

ません。 

日頃から地域の行事に参加するなど、隣近所と関わり合いを深め、災害に備

えましょう。 

（２）個人情報の提供にあたっては、全ての提供先から誓約書を提出していただく

など、その適正な取扱い及び管理に細心の注意を払います。 

 
★ 問い合わせ先 都市防災部防災対策課 電話 ２６７－４７６３ 

 

 

高齢者を介護している家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在

宅生活の継続、向上を図るため、支給対象者に対して介護用品（紙おむつ）を支給し

ます 

○ 対象者 

 岐阜市に住所がある人で、以下の条件をすべて満たしていること 

 （１）要介護３～５の人（※要介護３の人は、認定調査票の内容によって、支援対

象とならない場合があります。） 

（２）本人、世帯員、同居人又は扶養者の市民税が非課税であること 

（３）在宅であること（入院中、施設入所している人は対象外） 

（４）ショートステイの利用が支給月の前３か月間で３９日以下であること 

 

○ 支援内容 

 紙おむつの支給券の配付（支給月：６月・１０月・２月の年３回） 

 

○ 申請方法 

 お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへ申請してください。 

★ 問い合わせ先 お住まいの地域を担当する地域包括支援センター 

介護保険課 給付係 電話２１４－２０９２（直通） 

 

 

 

 

家族介護用品支給事業 
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要介護高齢者の在宅生活の継続、向上、及び介護する家族の経済的負担の軽減を図

ります。 

○ 対象者 

要介護４または５の市民税非課税世帯に属する人で、過去１年間に介護保険サ

ービスや障害福祉サービスを受けていない、３か月以上の入院をしていないなど

の要件を満たす要介護高齢者を介護している家族 

○ 支給額 

年間 １００，０００円(要介護者１人につき１回支給します) 

○ 申請方法 

下記の問い合わせ先にご相談ください。 

★ 問い合わせ先 介護保険課 給付係 電話２１４－２０９２（直通） 

 

 

 

在宅の高齢者に住みよい住環境を提供し、介護するご家族の負担を軽減するための

住宅改善に必要な費用を助成します。 

○ 利用できる世帯 

 要介護１～５の人が居住し、市民税非課税世帯であり、原則として本市に１年

以上居住している世帯 

○ 対象となる工事 

   高齢者が暮らしやすくするために行う改善工事が対象 

（居室、浴室、台所、階段、便所、洗面所、玄関、廊下などの設備構造などの改

善工事、屋外工事も含む） 

※ 次の場合は助成できません。 

  （１）住宅を新築する場合 

  （２）対象者の身体状況による改善と関係のない工事 

     （例）屋根の補修工事、下水・浄化槽工事など 

 

 

家族介護慰労金支給事業 

高齢者住宅改善促進助成事業 
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 高齢者のみなさんやその家族、地域の人たちの悩みや問題等に対応します。 

お気軽にご相談ください。    

 また、岐阜市社会福祉協議会でも、福祉・介護の相談等に応じています。 

 

市役所 

高齢福祉課 司町４０番地１ 庁舎 1 階 

生きがい対策係   ☎ ２１４－２１７３  

高齢者サービス係  ☎ ２１４－２１７２ 

地域包括支援係    ☎ ２１４－２０９０ 

    

介護保険課 司町４０番地１ 庁舎２階 

介護認定係      ☎ ２１４－２０８９ 

保険料係       ☎ ２１４－２０９１ 

給付係   ☎ ２１４－２０９２ 

支援係        ☎ ２１４－２０９３ 

   

 

各保健センター    

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

中保健センター 徹明通２－１８  

柳ケ瀬グラッスル３５ ３階 

２１４－６６３０ 

南保健センター 茜部菱野１－７５－２ ２７１－８０１０ 

北保健センター 長良東２－１４０ ２３２－７６８１ 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口 
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ねたきり 健　康 ペ
施　策　事　業　名 認知症 な |

高齢者 要援護 自立 高齢者 ジ
老人健康農園 ○ 1
老人福祉センタ－ ○ ○ 2
三田洞神仏温泉 ○ ○ 3
シルバー人材センター ○ ○ 9
高齢者大学 ○ ○ 10
シルバ－カ－ド交付事業 ○ ○ ○ ○ 11
高齢者ふれあい入浴事業 ○ ○ ○ 13
高齢者おでかけバスカード交付事業 ○ ○ ○ 14
各種敬老事業 ○ ○ ○ ○ 15
全国健康福祉祭（ねんりんピック）出場者激励金支給事業 ○ 15
外国人等高齢者福祉金支給事業 ○ ○ ○ ○ 16
介護予防・家族介護教室事業 ○ ○ ○ ○ 16
地域安全推進事業 ○ ○ ○ 18
老人クラブ（清流クラブ岐阜） ○ 19

○ ○ 21
地域包括支援センター ○ ○ ○ ○ 26
愛の一声運動推進員設置事業 ○ ○ 27
配食による安否確認事業 ○ ○ ○ 27
栄養改善配食サービス事業 ○ ○ 28
高齢者見守りネットワーク事業 ○ ○ ○ ○ 29
安否確認サービス事業 ○ ○ 30
緊急通報体制支援事業 ○ ○ 31
福祉器具給付事業 ○ ○ 32
認知症高齢者等見守りシール交付事業 ○ 34
認知症高齢者等GPS機器等購入等助成金交付事業 〇 35
シニア皆援隊 ○ ○ 36
日常生活自立支援事業 ○ ○ 37
生活管理指導短期宿泊事業 ○ 38
成年後見制度利用支援事業 ○ ○ 39
高齢者虐待防止 ○ ○ ○ ○ 39
わたしのあんしん終活登録事業 〇 〇 〇 〇 41
避難行動要支援者名簿への登録について ○ ○ 42
家族介護用品支給事業 ○ ○ 43
家族介護慰労金支給事業 ○ ○ 44
高齢者住宅改善促進助成事業 ○ ○ 44
特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） ○ 47
養護老人ホーム ○ 47
有料老人ホーム（住宅型） ○ ○ ○ ○ 50
介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護） ○ ○ 50
軽費老人ホーム（ケアハウス） ○ 51
軽費老人ホーム（Ｂ型） ○ 52
認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護） ○ 53
生活支援ハウス ○ 54
サービス付き高齢者向け住宅 〇 〇 〇 〇 56
シルバーハウジング（高齢者世話付住宅） 〇 〇 57
後期高齢者医療制度 ○ ○ ○ ○ 58
福祉医療費助成制度（重度心身障がい者等） ○ ○ ○ 61
はり・きゅう等施術料助成制度 ○ ○ 62

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  　　　　　　　　　　　　　　                ※一部の有料老人ホーム（住宅型）は要支援・要介護認定がないと入所できない場合がございます。

虚弱高齢者

高　齢　者　福　祉　施　策　事　業　一　覧
○は、該当
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○高齢者虐待通報 

   電話 （０５８）２６５－３８８９ 

   または、地域を担当する地域包括支援センター ⇒７７ページ 

   高齢者の虐待に関する情報をご提供ください。 

 

  ○安否情報ダイヤルイン 

   電話 （０５８）２６５－４５２２ 

   ご近所のひとり暮らし高齢者等のお宅で「新聞が数日分たまっている」、

「同じ洗濯物が数日間干しっぱなし」、「部屋の電気やテレビが昼夜ついた

まま」など、生命の危険が案じられるような異変にお気づきの場合は、上

記までご連絡ください。 

※緊急性がある場合は、１１０番、１１９番してください！ 

 

  ○高齢福祉課 

   高齢者サービス係 電話 （０５８）２１４－２１７２ 

高齢者の在宅サービスに関することなど 

   生きがい対策係  電話 （０５８）２１４－２１７３ 

高齢者の生きがいづくりに関することなど 

   地域包括支援係  電話 （０５８）２１４－２０９０ 

    介護予防に関することなど 

高齢者福祉ガイドブック        令和５年１０月 

岐阜市 
                福祉部  高齢福祉課 

                       福祉医療課 

                       介護保険課 

                    〒500-8701 岐阜市司町４０番地１ 


